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○
道
路
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
四
百
七
十
九
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
道
路
の
構
造
又
は
交
通
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
工
作
物
等
）

（
道
路
の
構
造
又
は
交
通
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
工
作
物
等
）

第
七
条

法
第
三
十
二
条
第
一
項
第
七
号
の
政
令
で
定
め
る
工
作
物
、
物
件
又
は
施

第
七
条

法
第
三
十
二
条
第
一
項
第
七
号
の
政
令
で
定
め
る
工
作
物
、
物
件
又
は
施

設
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

設
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

太
陽
光
発
電
設
備
及
び
風
力
発
電
設
備

三

津
波
か
ら
の
一
時
的
な
避
難
場
所
と
し
て
の
機
能
を
有
す
る
堅
固
な
施
設

四
～
七

（
略
）

二
～
五

（
略
）

八

高
速
自
動
車
国
道
及
び
自
動
車
専
用
道
路
以
外
の
道
路
又
は
法
第
三
十
三
条

六

高
速
自
動
車
国
道
及
び
自
動
車
専
用
道
路
以
外
の
道
路
又
は
法
第
三
十
三
条

第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
高
速
自
動
車
国
道
若
し
く
は
自
動
車
専
用
道
路
の

第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
高
速
自
動
車
国
道
若
し
く
は
自
動
車
専
用
道
路
の

連
結
路
附
属
地
（
以
下
「
特
定
連
結
路
附
属
地
」
と
い
う
。
）
に
設
け
る
食
事

連
結
路
附
属
地
（
以
下
「
特
定
連
結
路
附
属
地
」
と
い
う
。
）
に
設
け
る
食
事

施
設
、
購
買
施
設
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
施
設
（
第
十
三
号
に
掲
げ
る
施
設

施
設
、
購
買
施
設
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
施
設
（
第
十
一
号
に
掲
げ
る
施
設

を
除
く
。
）
で
こ
れ
ら
の
道
路
の
通
行
者
又
は
利
用
者
の
利
便
の
増
進
に
資
す

を
除
く
。
）
で
こ
れ
ら
の
道
路
の
通
行
者
又
は
利
用
者
の
利
便
の
増
進
に
資
す

る
も
の

る
も
の

九
～
十
一

（
略
）

七
～
九

（
略
）

十
二

道
路
の
区
域
内
の
地
面
に
設
け
る
自
転
車
（
側
車
付
き
の
も
の
を
除
く
。

十

道
路
の
区
域
内
の
地
面
に
設
け
る
自
転
車
（
側
車
付
き
の
も
の
を
除
く
。
以

以
下
同
じ
。
）
、
原
動
機
付
自
転
車
（
側
車
付
き
の
も
の
を
除
く
。
）
又
は
道

下
同
じ
。
）
、
原
動
機
付
自
転
車
（
側
車
付
き
の
も
の
を
除
く
。
）
又
は
道
路

路
運
送
車
両
法
第
三
条
に
規
定
す
る
小
型
自
動
車
若
し
く
は
軽
自
動
車
で
二
輪

運
送
車
両
法
第
三
条
に
規
定
す
る
小
型
自
動
車
若
し
く
は
軽
自
動
車
で
二
輪
の

の
も
の
（
い
ず
れ
も
側
車
付
き
の
も
の
を
除
く
。
以
下
「
二
輪
自
動
車
」
と
い

も
の
（
い
ず
れ
も
側
車
付
き
の
も
の
を
除
く
。
以
下
「
二
輪
自
動
車
」
と
い
う

う
。
）
を
駐
車
さ
せ
る
た
め
必
要
な
車
輪
止
め
装
置
そ
の
他
の
器
具
（
第
九
号

。
）
を
駐
車
さ
せ
る
た
め
必
要
な
車
輪
止
め
装
置
そ
の
他
の
器
具
（
第
六
号
に

に
掲
げ
る
施
設
に
設
け
る
も
の
を
除
く
。
）

掲
げ
る
施
設
に
設
け
る
も
の
を
除
く
。
）

十
三

（
略
）

十
一

（
略
）
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（
一
般
工
作
物
等
の
占
用
の
場
所
に
関
す
る
基
準
）

（
一
般
工
作
物
等
の
占
用
の
場
所
に
関
す
る
基
準
）

第
十
条

法
第
三
十
二
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
同
条
第
一
項

第
十
条

法
第
三
十
二
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
同
条
第
一
項

各
号
に
掲
げ
る
工
作
物
、
物
件
又
は
施
設
（
電
柱
、
電
線
、
公
衆
電
話
所
、
水
管

各
号
に
掲
げ
る
工
作
物
、
物
件
又
は
施
設
（
電
柱
、
電
線
、
公
衆
電
話
所
、
水
管

、
下
水
道
管
、
ガ
ス
管
、
石
油
管
、
第
七
条
第
二
号
に
掲
げ
る
工
作
物
、
同
条
第

、
下
水
道
管
、
ガ
ス
管
、
石
油
管
、
第
七
条
第
四
号
に
掲
げ
る
仮
設
建
築
物
、
同

三
号
に
掲
げ
る
施
設
、
同
条
第
六
号
に
掲
げ
る
仮
設
建
築
物
、
同
条
第
七
号
に
掲

条
第
五
号
に
掲
げ
る
施
設
、
同
条
第
六
号
に
掲
げ
る
施
設
、
同
条
第
九
号
に
掲
げ

げ
る
施
設
、
同
条
第
八
号
に
掲
げ
る
施
設
、
同
条
第
十
一
号
に
掲
げ
る
応
急
仮
設

る
応
急
仮
設
建
築
物
及
び
同
条
第
十
号
に
掲
げ
る
器
具
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に

建
築
物
及
び
同
条
第
十
二
号
に
掲
げ
る
器
具
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「

お
い
て
「
一
般
工
作
物
等
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
政

一
般
工
作
物
等
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め

令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

一
般
工
作
物
等
（
鉄
道
の
軌
道
敷
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。

一

一
般
工
作
物
等
（
鉄
道
の
軌
道
敷
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。

）
を
地
上
（
ト
ン
ネ
ル
の
上
又
は
高
架
の
道
路
の
路
面
下
の
道
路
が
な
い
区
域

）
を
地
上
（
ト
ン
ネ
ル
の
上
又
は
高
架
の
道
路
の
路
面
下
の
道
路
が
な
い
区
域

の
地
上
を
除
く
。
次
条
第
一
項
第
二
号
、
第
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第

の
地
上
を
除
く
。
次
条
第
一
項
第
二
号
、
第
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第

十
一
条
の
三
第
一
項
第
一
号
、
第
十
一
条
の
六
第
一
項
、
第
十
一
条
の
七
第
一

十
一
条
の
三
第
一
項
第
一
号
、
第
十
一
条
の
六
第
一
項
、
第
十
一
条
の
七
第
一

項
及
び
第
十
一
条
の
八
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
設
け
る
場
合
に
お
い
て

項
及
び
第
十
一
条
の
八
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
設
け
る
場
合
に
お
い
て

は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
場
所
（
特
定
連
結
路
附
属
地
の
地
上
に
設
け

は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
場
所
（
特
定
連
結
路
附
属
地
の
地
上
に
設
け

る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
ロ
及
び
ハ
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
場
所
）
で
あ
る
こ

る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
ロ
及
び
ハ
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
場
所
）
で
あ
る
こ

と
。

と
。

イ

一
般
工
作
物
等
の
道
路
の
区
域
内
の
地
面
に
接
す
る
部
分
は
、
次
の
い
ず

イ

一
般
工
作
物
等
の
道
路
の
区
域
内
の
地
面
に
接
す
る
部
分
は
、
次
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
位
置
に
あ
る
こ
と
。

れ
か
に
該
当
す
る
位
置
に
あ
る
こ
と
。

～

（
略
）

～

（
略
）

（１）

（３）

（１）

（３）

歩
道
（
自
転
車
歩
行
者
道
を
含
む
。
第
十
一
条
の
六
第
一
項
第
二
号
及

歩
道
（
自
転
車
歩
行
者
道
を
含
む
。
第
十
一
条
の
七
第
一
項
第
二
号
及

（４）

（４）

び
第
十
一
条
の
十
第
一
項
第
二
号
を
除
き
、
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ

び
第
十
一
条
の
九
第
一
項
第
二
号
を
除
き
、
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ

。
）
内
の
車
道
（
自
転
車
道
を
含
む
。
第
十
一
条
の
六
第
一
項
第
一
号
、

。
）
内
の
車
道
（
自
転
車
道
を
含
む
。
第
十
一
条
の
七
第
一
項
第
一
号
、

第
十
一
条
の
九
第
一
項
第
一
号
及
び
第
十
一
条
の
十
第
一
項
第
一
号
を
除

第
十
一
条
の
九
第
一
項
第
一
号
及
び
第
十
一
条
の
十
第
一
項
第
一
号
を
除

き
、
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
近
接
す
る
部
分

き
、
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
近
接
す
る
部
分

（
略
）

（
略
）

（５）

（５）
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ロ
・
ハ

（
略
）

ロ
・
ハ

（
略
）

二
～
五

（
略
）

二
～
五

（
略
）

（
電
線
の
占
用
の
場
所
に
関
す
る
基
準
）

（
電
線
の
占
用
の
場
所
に
関
す
る
基
準
）

第
十
一
条
の
二

法
第
三
十
二
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
電
線

第
十
一
条
の
二

法
第
三
十
二
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
電
線

に
関
す
る
法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す

に
関
す
る
法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

電
線
を
地
下
（
ト
ン
ネ
ル
の
上
又
は
高
架
の
道
路
の
路
面
下
の
道
路
が
な
い

二

電
線
を
地
下
（
ト
ン
ネ
ル
の
上
又
は
高
架
の
道
路
の
路
面
下
の
道
路
が
な
い

区
域
の
地
下
を
除
く
。
次
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
十
一
条
の
四
第
一
項
に
お

区
域
の
地
下
を
除
く
。
次
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
十
一
条
の
四
第
一
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
に
設
け
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
場

い
て
同
じ
。
）
に
設
け
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
場

所
で
あ
る
こ
と
。

所
で
あ
る
こ
と
。

イ

道
路
を
横
断
し
て
設
け
る
場
合
及
び
車
道
（
歩
道
を
有
し
な
い
道
路
に
あ

イ

道
路
を
横
断
し
て
設
け
る
場
合
及
び
車
道
（
歩
道
を
有
し
な
い
道
路
に
あ

つ
て
は
、
路
面
の
幅
員
の
三
分
の
二
に
相
当
す
る
路
面
の
中
央
部
。
以
下
こ

つ
て
は
、
路
面
の
幅
員
の
三
分
の
二
に
相
当
す
る
路
面
の
中
央
部
。
以
下
こ

の
号
及
び
第
十
一
条
の
七
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
外
の
部
分

の
号
及
び
第
十
一
条
の
六
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
外
の
部
分

に
当
該
場
所
に
代
わ
る
適
当
な
場
所
が
な
く
、
か
つ
、
公
益
上
や
む
を
得
な

に
当
該
場
所
に
代
わ
る
適
当
な
場
所
が
な
く
、
か
つ
、
公
益
上
や
む
を
得
な

い
事
情
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
に
電
線
の
本
線
を
車
道
の
部
分
に
設
け

い
事
情
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
に
電
線
の
本
線
を
車
道
の
部
分
に
設
け

る
場
合
を
除
き
、
車
道
以
外
の
部
分
で
あ
る
こ
と
。

る
場
合
を
除
き
、
車
道
以
外
の
部
分
で
あ
る
こ
と
。

ロ

電
線
の
頂
部
と
路
面
と
の
距
離
が
、
保
安
上
又
は
道
路
に
関
す
る
工
事
の

ロ

電
線
の
頂
部
と
路
面
と
の
距
離
が
、
保
安
上
又
は
道
路
に
関
す
る
工
事
の

実
施
上
の
支
障
の
な
い
場
合
を
除
き
、
車
道
に
あ
つ
て
は
〇
・
八
メ
ー
ト
ル

実
施
上
の
支
障
の
な
い
場
合
を
除
き
、
車
道
に
あ
つ
て
は
〇
・
八
メ
ー
ト
ル

、
歩
道
（
歩
道
を
有
し
な
い
道
路
に
あ
つ
て
は
、
路
面
の
幅
員
の
三
分
の
二

、
歩
道
（
歩
道
を
有
し
な
い
道
路
に
あ
つ
て
は
、
路
面
の
幅
員
の
三
分
の
二

に
相
当
す
る
路
面
の
中
央
部
以
外
の
部
分
。
次
条
第
一
項
第
二
号
イ
並
び
に

に
相
当
す
る
路
面
の
中
央
部
以
外
の
部
分
。
次
条
第
一
項
第
二
号
イ
並
び
に

第
十
一
条
の
七
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
あ
つ
て

第
十
一
条
の
六
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
あ
つ
て

は
〇
・
六
メ
ー
ト
ル
を
超
え
て
い
る
こ
と
。

は
〇
・
六
メ
ー
ト
ル
を
超
え
て
い
る
こ
と
。

三

電
線
を
橋
又
は
高
架
の
道
路
に
取
り
付
け
る
場
合
に
お
い
て
は
、
桁
の
両
側

三

電
線
を
橋
又
は
高
架
の
道
路
に
取
り
付
け
る
場
合
に
お
い
て
は
、
桁
の
両

け
た

又
は
床
版
の
下
で
あ
る
こ
と
。

側
又
は
床
版
の
下
で
あ
る
こ
と
。
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２

（
略
）

２

（
略
）

（
太
陽
光
発
電
設
備
等
の
占
用
の
場
所
に
関
す
る
基
準
）

第
十
一
条
の
六

法
第
三
十
二
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
第
七

条
第
二
号
に
掲
げ
る
工
作
物
、
同
条
第
三
号
に
掲
げ
る
施
設
又
は
同
条
第
八
号
に

掲
げ
る
施
設
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
太
陽
光
発
電
設
備
等
」
と
い
う
。
）
に

関
す
る
法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
太
陽
光
発
電
設
備
等

を
地
上
に
設
け
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
場
所
で
あ
る

こ
と
と
す
る
。

一

太
陽
光
発
電
設
備
等
の
道
路
の
区
域
内
の
地
面
に
接
す
る
部
分
は
、
車
道
以

外
の
道
路
の
部
分
に
あ
る
こ
と
。

二

自
転
車
道
、
自
転
車
歩
行
者
道
又
は
歩
道
上
に
設
け
る
場
合
に
お
い
て
は
、

道
路
の
構
造
か
ら
み
て
道
路
の
構
造
又
は
交
通
に
著
し
い
支
障
の
な
い
場
合
を

除
き
、
当
該
太
陽
光
発
電
設
備
等
を
設
け
た
と
き
に
自
転
車
又
は
歩
行
者
が
通

行
す
る
こ
と
が
で
き
る
部
分
の
一
方
の
側
の
幅
員
が
、
国
道
に
あ
つ
て
は
道
路

構
造
令
（
昭
和
四
十
五
年
政
令
第
三
百
二
十
号
）
第
十
条
第
三
項
本
文
、
第
十

条
の
二
第
二
項
又
は
第
十
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
幅
員
、
都
道
府
県
道
又
は

市
町
村
道
に
あ
つ
て
は
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
幅
員
を
参
酌
し
て
法
第
三

十
条
第
三
項
の
条
例
で
定
め
る
幅
員
で
あ
る
こ
と
。

２

第
十
条
第
一
号
（
ロ
及
び
ハ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
二
号
か
ら
第
五

号
ま
で
の
規
定
は
、
太
陽
光
発
電
設
備
等
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
特
定
仮
設
店
舗
等
の
占
用
の
場
所
に
関
す
る
基
準
）

（
特
定
仮
設
店
舗
等
の
占
用
の
場
所
に
関
す
る
基
準
）

第
十
一
条
の
七

法
第
三
十
二
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
第
七

第
十
一
条
の
六

法
第
三
十
二
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
第
七

条
第
六
号
に
掲
げ
る
仮
設
建
築
物
又
は
同
条
第
七
号
に
掲
げ
る
施
設
（
以
下
「
特

条
第
四
号
に
掲
げ
る
仮
設
建
築
物
及
び
同
条
第
五
号
に
掲
げ
る
施
設
（
以
下
「
特

定
仮
設
店
舗
等
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め

定
仮
設
店
舗
等
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
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る
基
準
は
、
特
定
仮
設
店
舗
等
を
地
上
に
設
け
る
場
合
に
お
い
て
、
次
の
い
ず
れ

る
基
準
は
、
特
定
仮
設
店
舗
等
を
地
上
に
設
け
る
場
合
に
お
い
て
、
次
の
い
ず
れ

に
も
適
合
す
る
場
所
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

に
も
適
合
す
る
場
所
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
削
除
）

（
食
事
施
設
等
の
占
用
の
場
所
に
関
す
る
基
準
）

第
十
一
条
の
七

法
第
三
十
二
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
第
七

条
第
六
号
に
掲
げ
る
施
設
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
十
二
条
に
お
い
て
「
食
事
施
設

等
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、

食
事
施
設
等
を
地
上
に
設
け
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る

場
所
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

一

食
事
施
設
等
の
道
路
の
区
域
内
の
地
面
に
接
す
る
部
分
は
、
車
道
以
外
の
道

路
の
部
分
に
あ
る
こ
と
。

二

自
転
車
道
、
自
転
車
歩
行
者
道
又
は
歩
道
上
に
設
け
る
場
合
に
お
い
て
は
、

道
路
の
構
造
か
ら
み
て
道
路
の
構
造
又
は
交
通
に
著
し
い
支
障
の
な
い
場
合
を

除
き
、
当
該
食
事
施
設
等
を
設
け
た
と
き
に
自
転
車
又
は
歩
行
者
が
通
行
す
る

こ
と
が
で
き
る
部
分
の
一
方
の
側
の
幅
員
が
、
国
道
に
あ
つ
て
は
道
路
構
造
令

（
昭
和
四
十
五
年
政
令
第
三
百
二
十
号
）
第
十
条
第
三
項
本
文
、
第
十
条
の
二

第
二
項
又
は
第
十
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
幅
員
、
都
道
府
県
道
又
は
市
町
村

道
に
あ
つ
て
は
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
幅
員
を
参
酌
し
て
法
第
三
十
条
第

三
項
の
条
例
で
定
め
る
幅
員
で
あ
る
こ
と
。

２

第
十
条
第
一
号
（
ロ
及
び
ハ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
二
号
か
ら
第
五

号
ま
で
の
規
定
は
、
食
事
施
設
等
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
応
急
仮
設
住
宅
の
占
用
の
場
所
に
関
す
る
基
準
）

（
応
急
仮
設
住
宅
の
占
用
の
場
所
に
関
す
る
基
準
）

第
十
一
条
の
八

法
第
三
十
二
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
第
七

第
十
一
条
の
八

法
第
三
十
二
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
第
七
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条
第
十
一
号
に
掲
げ
る
応
急
仮
設
建
築
物
（
以
下
「
応
急
仮
設
住
宅
」
と
い
う
。

条
第
九
号
に
掲
げ
る
応
急
仮
設
建
築
物
（
以
下
「
応
急
仮
設
住
宅
」
と
い
う
。
）

）
に
関
す
る
法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
応
急
仮
設
住
宅

に
関
す
る
法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
応
急
仮
設
住
宅
を

を
地
上
に
設
け
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
位
置

地
上
に
設
け
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
位
置
に

に
あ
る
こ
と
と
す
る
。

あ
る
こ
と
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
自
転
車
駐
車
器
具
の
占
用
の
場
所
に
関
す
る
基
準
）

（
自
転
車
駐
車
器
具
の
占
用
の
場
所
に
関
す
る
基
準
）

第
十
一
条
の
九

法
第
三
十
二
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
第
七

第
十
一
条
の
九

法
第
三
十
二
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
第
七

条
第
十
二
号
に
規
定
す
る
自
転
車
を
駐
車
さ
せ
る
た
め
必
要
な
車
輪
止
め
装
置
そ

条
第
十
号
に
規
定
す
る
自
転
車
を
駐
車
さ
せ
る
た
め
必
要
な
車
輪
止
め
装
置
そ
の

の
他
の
器
具
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
自
転
車
駐
車
器
具
」
と
い
う
。
）
に
関

他
の
器
具
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
自
転
車
駐
車
器
具
」
と
い
う
。
）
に
関
す

す
る
法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
適
合

る
法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す

す
る
場
所
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

る
場
所
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
原
動
機
付
自
転
車
等
駐
車
器
具
の
占
用
の
場
所
に
関
す
る
基
準
）

（
原
動
機
付
自
転
車
等
駐
車
器
具
の
占
用
の
場
所
に
関
す
る
基
準
）

第
十
一
条
の
十

法
第
三
十
二
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
第
七

第
十
一
条
の
十

法
第
三
十
二
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
第
七

条
第
十
二
号
に
規
定
す
る
原
動
機
付
自
転
車
又
は
二
輪
自
動
車
を
駐
車
さ
せ
る
た

条
第
十
号
に
規
定
す
る
原
動
機
付
自
転
車
又
は
二
輪
自
動
車
を
駐
車
さ
せ
る
た
め

め
必
要
な
車
輪
止
め
装
置
そ
の
他
の
器
具
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
原
動
機
付

必
要
な
車
輪
止
め
装
置
そ
の
他
の
器
具
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
原
動
機
付
自

自
転
車
等
駐
車
器
具
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
政
令
で

転
車
等
駐
車
器
具
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
政
令
で
定

定
め
る
基
準
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
場
所
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

め
る
基
準
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
場
所
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
構
造
に
関
す
る
基
準
）

（
構
造
に
関
す
る
基
準
）
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第
十
二
条

法
第
三
十
二
条
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
法
第
三
十

第
十
二
条

法
第
三
十
二
条
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
法
第
三
十

三
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

三
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

地
上
に
設
け
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
構
造
で
あ

一

地
上
に
設
け
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
構
造
で
あ

る
こ
と
。

る
こ
と
。

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

特
定
仮
設
店
舗
等
又
は
第
七
条
第
八
号
に
掲
げ
る
施
設
（
特
定
連
結
路
附

ハ

特
定
仮
設
店
舗
等
又
は
食
事
施
設
等
（
特
定
連
結
路
附
属
地
に
設
け
る
も

属
地
に
設
け
る
も
の
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
、
必
要

小
限
度
の
規
模
で

の
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
、
必
要

小
限
度
の
規
模
で
あ
り
、
か
つ
、
道

あ
り
、
か
つ
、
道
路
の
交
通
に
及
ぼ
す
支
障
を
で
き
る
限
り
少
な
く
す
る
も

路
の
交
通
に
及
ぼ
す
支
障
を
で
き
る
限
り
少
な
く
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

の
で
あ
る
こ
と
。

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）

（
指
定
区
間
内
の
国
道
に
係
る
占
用
料
の
額
）

（
指
定
区
間
内
の
国
道
に
係
る
占
用
料
の
額
）

第
十
九
条

指
定
区
間
内
の
国
道
に
係
る
占
用
料
の
額
は
、
別
表
占
用
料
の
欄
に
定

第
十
九
条

指
定
区
間
内
の
国
道
に
係
る
占
用
料
の
額
は
、
別
表
占
用
料
の
欄
に
定

め
る
金
額
（
第
七
条
第
八
号
に
掲
げ
る
施
設
の
う
ち
特
定
連
結
路
附
属
地
に
設
け

め
る
金
額
（
第
七
条
第
六
号
に
掲
げ
る
施
設
の
う
ち
特
定
連
結
路
附
属
地
に
設
け

る
も
の
及
び
同
条
第
十
三
号
に
掲
げ
る
施
設
に
あ
つ
て
は
、
同
表
占
用
料
の
欄
に

る
も
の
及
び
同
条
第
十
一
号
に
掲
げ
る
施
設
に
あ
つ
て
は
、
同
表
占
用
料
の
欄
に

定
め
る
額
及
び
道
路
の
交
通
量
等
か
ら
見
込
ま
れ
る
当
該
施
設
に
お
い
て
行
わ
れ

定
め
る
額
及
び
道
路
の
交
通
量
等
か
ら
見
込
ま
れ
る
当
該
施
設
に
お
い
て
行
わ
れ

る
営
業
に
よ
り
通
常
得
ら
れ
る
売
上
収
入
額
に
応
じ
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る

る
営
業
に
よ
り
通
常
得
ら
れ
る
売
上
収
入
額
に
応
じ
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
勘
案
し
て
占
用
面
積
一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
一

と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
勘
案
し
て
占
用
面
積
一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
一

年
当
た
り
の
妥
当
な
占
用
の
対
価
と
し
て
算
定
し
た
額
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項

年
当
た
り
の
妥
当
な
占
用
の
対
価
と
し
て
算
定
し
た
額
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
、
法
第
三
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
、
法
第
三
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
許
可
を
し
、
又
は
法
第
三
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
同
意
し
た
占
用
の
期
間
（
電

り
許
可
を
し
、
又
は
法
第
三
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
同
意
し
た
占
用
の
期
間
（
電

線
共
同
溝
に
係
る
占
用
料
に
あ
つ
て
は
、
電
線
共
同
溝
整
備
法
第
十
条
、
第
十
一

線
共
同
溝
に
係
る
占
用
料
に
あ
つ
て
は
、
電
線
共
同
溝
整
備
法
第
十
条
、
第
十
一

条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
し
、
又
は
電
線
共

条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
し
、
又
は
電
線
共

同
溝
整
備
法
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
協
議
が
成
立
し
た
占
用
す
る
こ
と
が
で

同
溝
整
備
法
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
協
議
が
成
立
し
た
占
用
す
る
こ
と
が
で

き
る
期
間
（
当
該
許
可
又
は
当
該
協
議
に
係
る
電
線
共
同
溝
へ
の
電
線
の
敷
設
工

き
る
期
間
（
当
該
許
可
又
は
当
該
協
議
に
係
る
電
線
共
同
溝
へ
の
電
線
の
敷
設
工

事
を
開
始
し
た
日
が
当
該
許
可
を
し
、
又
は
当
該
協
議
が
成
立
し
た
日
と
異
な
る

事
を
開
始
し
た
日
が
当
該
許
可
を
し
、
又
は
当
該
協
議
が
成
立
し
た
日
と
異
な
る
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場
合
に
は
、
当
該
敷
設
工
事
を
開
始
し
た
日
か
ら
当
該
占
用
す
る
こ
と
が
で
き
る

場
合
に
は
、
当
該
敷
設
工
事
を
開
始
し
た
日
か
ら
当
該
占
用
す
る
こ
と
が
で
き
る

期
間
の
末
日
ま
で
の
期
間
）
。
以
下
こ
の
項
、
次
項
、
次
条
第
一
項
及
び
別
表
の

期
間
の
末
日
ま
で
の
期
間
）
。
以
下
こ
の
項
、
次
項
、
次
条
第
一
項
及
び
別
表
の

備
考
第
九
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
相
当
す
る
期
間
を
同
表
占
用
料
の
単
位
の
欄

備
考
第
九
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
相
当
す
る
期
間
を
同
表
占
用
料
の
単
位
の
欄

に
定
め
る
期
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
が
百
円
に
満
た
な

に
定
め
る
期
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
が
百
円
に
満
た
な

い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
百
円
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
占
用
の
期
間
が
翌
年
度

い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
百
円
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
占
用
の
期
間
が
翌
年
度

以
降
に
わ
た
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
表
占
用
料
の
欄
に
定
め
る
金
額
に
、
各
年

以
降
に
わ
た
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
表
占
用
料
の
欄
に
定
め
る
金
額
に
、
各
年

度
に
お
け
る
占
用
の
期
間
に
相
当
す
る
期
間
を
同
表
占
用
料
の
単
位
の
欄
に
定
め

度
に
お
け
る
占
用
の
期
間
に
相
当
す
る
期
間
を
同
表
占
用
料
の
単
位
の
欄
に
定
め

る
期
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
が
百
円
に
満
た
な
い
場
合

る
期
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
が
百
円
に
満
た
な
い
場
合

に
あ
つ
て
は
、
百
円
）
の
合
計
額
と
す
る
。

に
あ
つ
て
は
、
百
円
）
の
合
計
額
と
す
る
。

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

別
表
（
第
十
九
条
関
係
）

別
表
（
第
十
九
条
関
係
）

占

用

料

占

用

料

占

用

物

件

所

在

地

占

用

物

件

所

在

地

単
位

単
位

甲
地

乙
地

丙
地

甲
地

乙
地

丙
地

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
七
条
第

（
略
）

（
略
）

第
七
条
第

（
略
）

（
略
）

一
号
に
掲

一
号
に
掲

げ
る
物
件

幕
（
第
七

祭
礼
、
縁

そ
の
面
積

二
四
〇

二
〇

一
〇

げ
る
物
件

幕
（
第
七

祭
礼
、
縁

そ
の
面
積

二
四
〇

二
〇

一
〇

条
第
四
号

日
そ
の
他

一
平
方
メ

条
第
二
号

日
そ
の
他

一
平
方
メ

に
掲
げ
る

の
催
し
に

ー
ト
ル
に

に
掲
げ
る

の
催
し
に

ー
ト
ル
に
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工
事
用
施

際
し
、
一

つ
き
一
日

工
事
用
施

際
し
、
一

つ
き
一
日

設
で
あ
る

時
的
に
設

設
で
あ
る

時
的
に
設

も
の
を
除

け
る
も
の

も
の
を
除

け
る
も
の

く
。
）

く
。
）

そ
の
他
の

そ
の
面
積

二
、
四

二
〇
〇

九
九

そ
の
他
の

そ
の
面
積

二
、
四

二
〇
〇

九
九

も
の

一
平
方
メ

〇
〇

も
の

一
平
方
メ

〇
〇

ー
ト
ル
に

ー
ト
ル
に

つ
き
一
月

つ
き
一
月

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
七
条
第
二
号
に
掲
げ
る
工
作
物

二
、
一

一
、
〇

八
二
〇

占
用
面
積

〇
〇

〇
〇

一
平
方
メ

ー
ト
ル
に

つ
き
一
年

第
七
条
第
三
号
に
掲
げ
る
施
設

Ａ
に
〇
・
〇
二
八
を
乗
じ

て
得
た
額

第
七
条
第
四
号
に
掲
げ
る
工
事
用

二
、
四

二
〇
〇

九
九

第
七
条
第
二
号
に
掲
げ
る
工
事
用

二
、
四

二
〇
〇

九
九

施
設
及
び
同
条
第
五
号
に
掲
げ
る

〇
〇

施
設
及
び
同
条
第
三
号
に
掲
げ
る

〇
〇

工
事
用
材
料

占
用
面
積

工
事
用
材
料

占
用
面
積

一
平
方
メ

一
平
方
メ

ー
ト
ル
に

ー
ト
ル
に

第
七
条
第
六
号
に
掲
げ
る
仮
設
建

つ
き
一
月

二
一
〇

一
〇
〇

八
二

第
七
条
第
四
号
に
掲
げ
る
仮
設
建

つ
き
一
月

二
一
〇

一
〇
〇

八
二
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築
物
及
び
同
条
第
七
号
に
掲
げ
る

築
物
及
び
同
条
第
五
号
に
掲
げ
る

施
設

施
設

Ａ
に
〇

Ａ
に
〇

Ａ
に
〇

Ａ
に
〇

Ａ
に
〇

Ａ
に
〇

ト
ン
ネ
ル
の
上
又
は

・
〇
一

・
〇
一

・
〇
二

ト
ン
ネ
ル
の
上
又
は

・
〇
一

・
〇
一

・
〇
二

高
架
の
道
路
の
路
面

二
を
乗

六
を
乗

を
乗
じ

高
架
の
道
路
の
路
面

二
を
乗

六
を
乗

を
乗
じ

下
に
設
け
る
も
の

じ
て
得

じ
て
得

て
得
た

下
に
設
け
る
も
の

じ
て
得

じ
て
得

て
得
た

第
七
条
第

た
額

た
額

額

第
七
条
第

た
額

た
額

額

八
号
に
掲

六
号
に
掲

げ
る
施
設

上
空
に
設
け
る
も
の

Ａ
に
〇
・
〇
二
を
乗
じ
て

げ
る
施
設

上
空
に
設
け
る
も
の

Ａ
に
〇
・
〇
二
を
乗
じ
て

得
た
額

得
た
額

そ
の
他
の
も
の

Ａ
に
〇
・
〇
二
八
を
乗
じ

そ
の
他
の
も
の

Ａ
に
〇
・
〇
二
八
を
乗
じ

て
得
た
額

て
得
た
額

Ａ
に
〇

Ａ
に
〇

Ａ
に
〇

Ａ
に
〇

Ａ
に
〇

Ａ
に
〇

・
〇
一

・
〇
一

・
〇
二

・
〇
一

・
〇
一

・
〇
二

建
築
物

二
を
乗

六
を
乗

を
乗
じ

建
築
物

二
を
乗

六
を
乗

を
乗
じ

じ
て
得

じ
て
得

て
得
た

じ
て
得

じ
て
得

て
得
た

第
七
条
第

た
額

た
額

額

第
七
条
第

た
額

た
額

額

九
号
に
掲

七
号
に
掲

げ
る
施
設

Ａ
に
〇

Ａ
に
〇

Ａ
に
〇

げ
る
施
設

Ａ
に
〇

Ａ
に
〇

Ａ
に
〇

・
〇
〇

・
〇
一

・
〇
一

・
〇
〇

・
〇
一

・
〇
一

そ
の
他
の
も
の

九
を
乗

一
を
乗

四
を
乗

そ
の
他
の
も
の

九
を
乗

一
を
乗

四
を
乗

じ
て
得

じ
て
得

じ
て
得

じ
て
得

じ
て
得

じ
て
得
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た
額

た
額

た
額

た
額

た
額

た
額

建
築
物

占
用
面
積

Ａ
に
〇
・
〇
二
を
乗
じ
て

建
築
物

占
用
面
積

Ａ
に
〇
・
〇
二
を
乗
じ
て

第
七
条
第

一
平
方
メ

得
た
額

第
七
条
第

一
平
方
メ

得
た
額

十
号
に
掲

ー
ト
ル
に

八
号
に
掲

ー
ト
ル
に

げ
る
施
設

つ
き
一
年

Ａ
に
〇

Ａ
に
〇

Ａ
に
〇

げ
る
施
設

つ
き
一
年

Ａ
に
〇

Ａ
に
〇

Ａ
に
〇

及
び
自
動

・
〇
〇

・
〇
一

・
〇
一

及
び
自
動

・
〇
〇

・
〇
一

・
〇
一

車
駐
車
場

そ
の
他
の
も
の

九
を
乗

一
を
乗

四
を
乗

車
駐
車
場

そ
の
他
の
も
の

九
を
乗

一
を
乗

四
を
乗

じ
て
得

じ
て
得

じ
て
得

じ
て
得

じ
て
得

じ
て
得

た
額

た
額

た
額

た
額

た
額

た
額

Ａ
に
〇

Ａ
に
〇

Ａ
に
〇

Ａ
に
〇

Ａ
に
〇

Ａ
に
〇

ト
ン
ネ
ル
の
上
又
は

・
〇
一

・
〇
一

・
〇
二

ト
ン
ネ
ル
の
上
又
は

・
〇
一

・
〇
一

・
〇
二

高
架
の
道
路
の
路
面

二
を
乗

六
を
乗

を
乗
じ

高
架
の
道
路
の
路
面

二
を
乗

六
を
乗

を
乗
じ

第
七
条
第

下
に
設
け
る
も
の

じ
て
得

じ
て
得

て
得
た

第
七
条
第

下
に
設
け
る
も
の

じ
て
得

じ
て
得

て
得
た

十
一
号
に

た
額

た
額

額

九
号
に
掲

た
額

た
額

額

掲
げ
る
応

げ
る
応
急

急
仮
設
建

上
空
に
設
け
る
も
の

Ａ
に
〇
・
〇
二
を
乗
じ
て

仮
設
建
築

上
空
に
設
け
る
も
の

Ａ
に
〇
・
〇
二
を
乗
じ
て

築
物

得
た
額

物

得
た
額

そ
の
他
の
も
の

Ａ
に
〇
・
〇
二
八
を
乗
じ

そ
の
他
の
も
の

Ａ
に
〇
・
〇
二
八
を
乗
じ

て
得
た
額

て
得
た
額

第
七
条
第
十
二
号
に
掲
げ
る
器
具

Ａ
に
〇
・
〇
二
八
を
乗
じ

第
七
条
第
十
号
に
掲
げ
る
器
具

Ａ
に
〇
・
〇
二
八
を
乗
じ

て
得
た
額

て
得
た
額
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ト
ン
ネ
ル
の
上
又
は

Ａ
に
〇

Ａ
に
〇

Ａ
に
〇

ト
ン
ネ
ル
の
上
又
は

Ａ
に
〇

Ａ
に
〇

Ａ
に
〇

高
速
自
動
車
国
道
若

・
〇
一

・
〇
一

・
〇
二

高
速
自
動
車
国
道
若

・
〇
一

・
〇
一

・
〇
二

し
く
は
自
動
車
専
用

二
を
乗

六
を
乗

を
乗
じ

し
く
は
自
動
車
専
用

二
を
乗

六
を
乗

を
乗
じ

道
路
（
高
架
の
も
の

じ
て
得

じ
て
得

て
得
た

道
路
（
高
架
の
も
の

じ
て
得

じ
て
得

て
得
た

第
七
条
第

に
限
る
。
）
の
路
面

た
額

た
額

額

第
七
条
第

に
限
る
。
）
の
路
面

た
額

た
額

額

十
三
号
に

下
に
設
け
る
も
の

十
一
号
に

下
に
設
け
る
も
の

掲
げ
る
施

掲
げ
る
施

設

上
空
に
設
け
る
も
の

Ａ
に
〇
・
〇
二
を
乗
じ
て

設

上
空
に
設
け
る
も
の

Ａ
に
〇
・
〇
二
を
乗
じ
て

得
た
額

得
た
額

そ
の
他
の
も
の

Ａ
に
〇
・
〇
二
八
を
乗
じ

そ
の
他
の
も
の

Ａ
に
〇
・
〇
二
八
を
乗
じ

て
得
た
額

て
得
た
額

備
考

備
考

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

七

Ａ
は
、
近
傍
類
似
の
土
地
（
第
七
条
第
八
号
に
掲
げ
る
施
設
の
う

七

Ａ
は
、
近
傍
類
似
の
土
地
（
第
七
条
第
六
号
に
掲
げ
る
施
設
の
う

ち
特
定
連
結
路
附
属
地
に
設
け
る
も
の
及
び
同
条
第
十
三
号
に
掲
げ

ち
特
定
連
結
路
附
属
地
に
設
け
る
も
の
及
び
同
条
第
十
一
号
に
掲
げ

る
施
設
に
つ
い
て
近
傍
に
類
似
の
土
地
が
存
し
な
い
場
合
に
は
、
立

る
施
設
に
つ
い
て
近
傍
に
類
似
の
土
地
が
存
し
な
い
場
合
に
は
、
立

地
条
件
、
収
益
性
等
土
地
価
格
形
成
上
の
諸
要
素
が
類
似
し
た
土
地

地
条
件
、
収
益
性
等
土
地
価
格
形
成
上
の
諸
要
素
が
類
似
し
た
土
地

）
の
時
価
を
表
す
も
の
と
す
る
。

）
の
時
価
を
表
す
も
の
と
す
る
。

八
・
九

（
略
）

八
・
九

（
略
）
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○
道
路
整
備
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
一
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
道
路
の
構
造
又
は
交
通
に
及
ぼ
す
支
障
が
大
き
い
と
認
め
ら
れ
る
道
路
の
占
用

（
道
路
の
構
造
又
は
交
通
に
及
ぼ
す
支
障
が
大
き
い
と
認
め
ら
れ
る
道
路
の
占
用

）

）

第
一
条

道
路
整
備
特
別
措
置
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
二
項
及
び

第
一
条

道
路
整
備
特
別
措
置
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
二
項
及
び

第
三
項
た
だ
し
書
並
び
に
第
十
七
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
道
路
の
構
造
又
は
交
通

第
三
項
た
だ
し
書
並
び
に
第
十
七
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
道
路
の
構
造
又
は
交
通

に
及
ぼ
す
支
障
が
大
き
い
と
認
め
ら
れ
る
道
路
の
占
用
で
政
令
で
定
め
る
も
の
は

に
及
ぼ
す
支
障
が
大
き
い
と
認
め
ら
れ
る
道
路
の
占
用
で
政
令
で
定
め
る
も
の
は

、
次
に
掲
げ
る
物
件
、
施
設
又
は
工
作
物
に
係
る
道
路
の
占
用
と
す
る
。

、
次
に
掲
げ
る
物
件
又
は
施
設
に
係
る
道
路
の
占
用
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

道
路
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
四
百
七
十
九
号
）
第
七
条
第
二
号

三

道
路
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
四
百
七
十
九
号
）
第
七
条
第
六
号

に
掲
げ
る
工
作
物
、
同
条
第
三
号
に
掲
げ
る
施
設
、
同
条
第
八
号
に
掲
げ
る
施

に
掲
げ
る
施
設
の
う
ち
同
号
に
規
定
す
る
特
定
連
結
路
附
属
地
に
設
け
る
も
の

設
の
う
ち
同
号
に
規
定
す
る
特
定
連
結
路
附
属
地
に
設
け
る
も
の
並
び
に
同
条

並
び
に
同
条
第
七
号
、
第
八
号
及
び
第
十
一
号
に
掲
げ
る
施
設

第
九
号
、
第
十
号
及
び
第
十
三
号
に
掲
げ
る
施
設

（
高
速
自
動
車
国
道
法
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
の
技
術
的
読
替
え
）

（
高
速
自
動
車
国
道
法
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
の
技
術
的
読
替
え
）

第
十
七
条

法
の
規
定
に
よ
り
機
構
及
び
会
社
が
行
う
高
速
自
動
車
国
道
の
管
理
に

第
十
七
条

法
の
規
定
に
よ
り
機
構
及
び
会
社
が
行
う
高
速
自
動
車
国
道
の
管
理
に

つ
い
て
の
法
第
五
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
高
速
自
動
車
国
道
法
の
規
定
の

つ
い
て
の
法
第
五
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
高
速
自
動
車
国
道
法
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
法
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲

適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
法
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲

げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

読
み
替
え
る
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

読
み
替
え
る
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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第
十
一
条
の
二
第
五
項

前
条
第
二
号
か
ら
第
四
号

第
二
項
第
三
号

第
十
一
条
の
二
第
五
項

前
条
第
二
号
又
は
第
三
号

第
二
項
第
三
号

ま
で

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）


